
日常生活用具の種目（携帯用会話補助装置・人工喉頭）

５年

人工喉頭
音声・言語機能障害

（喉頭を摘出したもの）
ー

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ，ビニー

ル等の管を通じて音源を口腔内に導き構

音化するもの

5,000円

～8,100円
４年

電動式

顎下部に当てた電動版を駆動させ経皮

的に音源を口腔内に導き構音化するもの

70,100円 ５年

携帯用会話補助装置 音声・言語機能障害 ６歳以上
携帯式で，入力した言葉を音声又は文

章に変換するもの
98,800円
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